
経済産業省 

 

官 印 省 略 

20240318保局第1号 

 

 

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程を次

のとおり定める。 

 

 

令和６年３月２８日 

 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官       

 

 

 

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程 

 

 

 

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈（２０１６０５３１商局第

１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

 

 附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



（別紙） 
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈（２０１６０５３１商局第１号）の一部を改正する規程 

新旧対照表 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、 

改 正 後 欄 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 

改 正 前 欄 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 

改正後 改正前 

Ⅰ．使用前自主検査の方法  

１．水力発電所 

Ａ．土木関係 

Ａ－１・Ａ－２ （略） 

Ａ－３ 工事の計画に係る全ての工事が完了した時に行う検査（以下「工事完了時検査」という。） 

(1)～(8) （略） 

(9) 水車及び揚水用ポンプ 

a.～d. （略） 

e．負荷試験（出力試験） 

(a) 検査方法 

水車発電機を定格出力、定格回転速度、定格電圧及び定格力率に保ち機器の各部の温度が飽和状態（温度上昇が１時

間当たり２Ｋ以上変化しなくなった状態）になるまで連続運転し、各部の温度上昇の傾向、異常な振動、漏油、異音及

び補機系統の異常の有無を計器及び目視等により確認する。 

(b) （略） 

 f.～h. （略） 

(10)～(12) （略） 

Ｂ．（略） 

Ｃ．環境影響評価関係（特定対象事業（電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４６条の４に規定する特定対象事業を

いう。以下同じ。）に係るものに限る。） 

(1) 一般事項 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事（設置に必要となる土木工事を含む。）が、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第２

１条第２項の環境影響評価書（以下「評価書」という。）に従って施工されていることを目視、図面、工事計画書等に

より確認する。 

(b) 判定基準 

評価書の記載事項どおりに施工されていること。 

 

Ⅰ．使用前自主検査の方法  

１．水力発電所 

Ａ．土木関係 

Ａ－１・Ａ－２ （略） 

Ａ－３ 工事の計画に係る全ての工事が完了した時に行う検査（以下「工事完了時検査」という。） 

(1)～(8) （略） 

(9) 水車及び揚水用ポンプ 

a.～d. （略） 

e．負荷試験（出力試験） 

(a) 検査方法 

水車発電機を定格出力、定格回転速度、定格電圧及び定格力率に保ち機器の各部の温度が飽和状態になるまで連続運

転（４時間以上）し、各部の温度上昇の傾向、異常な振動、漏油、異音及び補機系統の異常の有無を計器及び目視等に

より確認する。 

(b) （略） 

 f.～h. （略） 

(10)～(12) （略） 

Ｂ．（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

２．火力発電所 

Ａ．・Ｂ．（略） 

Ｃ．環境影響評価関係（特定対象事業に係るものに限る。） 

(1) 一般事項 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事（設置に必要となる土木工事を含む。）が、評価書に従って施工されていることを目視、図

面、工事計画書等により確認する。 

２．火力発電所 

Ａ．・Ｂ．（略） 

（新設） 

 

 

 



(b) 判定基準 

評価書の記載事項どおりに施工されていること。 

 

３．（略） ３．（略） 

４．太陽電池発電所 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～⑫ （略） 

⑬ 検査の対象となる電気工作物が工事計画書の記載事項どおりに施設されていること。なお、支持物の基礎について

は、当該記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されているこ

と。 

(2)～(13) （略） 

(14) 環境の保全についての配慮の確認（特定対象事業に係るものに限る。） 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事（設置に必要となる土木工事含む。）が、評価書に従って施工されていることを目視、図

面、工事計画書等により確認する。 

(b) 判定基準 

評価書の記載事項どおりに施工されていること。 

(15) 関係法令の規定の遵守の確認 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事が次に掲げる許可（以下「関係許可」という。）を要する行為を伴う場合において、当該行

為が当該許可を受けたところに従って行われたことを書類等により確認する。 

  ① 砂防法（明治３０年法律第２９号）第４条（同法第三条において準用する場合を含む。）の規定による許可 

  ② 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項の許可 

  ③ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項又は同法第４２条第１項の許可 

  ④ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項又は第３０条第１項の許可 

  ⑤ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第１項の許可 

(b) 判定基準 

関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。 

 

４．太陽電池発電所 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～⑫ （略） 

⑬ 検査の対象となる電気工作物が工事計画書の記載事項どおりに施設されていること。 

 

 

(2)～(13) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

５．風力発電所 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～⑫ （略） 

⑬ 検査の対象となる電気工作物が工事計画書の記載事項どおりに施設されていること。なお、支持物の基礎について

は、当該記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されているこ

と。 

(2)～(13) （略） 

(14) 環境の保全についての配慮の確認（特定対象事業に係るものに限る。） 

(a) 確認方法  

５.風力発電所 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～⑫ （略） 

  ⑬ 検査の対象となる電気工作物が工事計画書の記載事項どおりに施設されていること。 

 

 

(2)～(13) （略） 

（新設） 

 



発電所、発電設備の工事（設置に必要となる土木工事含む。）が、評価書に従って施工されていることを目視、図

面、工事計画書等により確認する。 

(b) 判定基準 

評価書の記載事項どおりに施工されていること。 

(15) 関係法令の規定の遵守の確認 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従

って行われたことを書類等により確認する。 

(b) 判定基準 

関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

６．～９．（略） ６．～９．（略） 

Ⅱ－１．使用前自己確認の方法 

１．・２．（略） 

３．太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 

Ａ．太陽電池発電所及び太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物を除く。） 

(1)～(9) （略） 

(10) 関係法令の規定の遵守の確認 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従

って行われたことを書類等により確認する。 

(b) 判定基準 

関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。 

(11) （略） 

 

Ⅱ－１．使用前自己確認の方法 

１．・２．（略） 

３．太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 

Ａ．太陽電池発電所 

(1)～(9) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

(10) （略） 

 

Ｂ．太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物に限る。） 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～③（略） 

④確認の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。なお、支持物の基礎については、当該

記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されていること。 

(2)～(7) （略） 

(8) 関係法令の規定の遵守の確認 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従

って行われたことを書類等により確認する。 

(b) 判定基準 

関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。 

(9) （略） 

 

Ｂ．太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物に限る。） 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～③（略） 

④確認の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。 

 

(2)～(7) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

(8) （略） 

 

４．風力発電所及び風力発電設備 ４．風力発電所及び風力発電設備 



(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～⑩ （略） 

⑪ 検査の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。なお、支持物の基礎について

は、当該記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されている

こと。 

(2)～(7) （略） 

(8) 関係法令の規定の遵守の確認 

(a) 確認方法  

発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従

って行われたことを書類等により確認する。 

(b) 判定基準 

関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。 

(9) （略） 

 

(1) 外観検査 

(a) （略） 

(b) 判定基準 

①～⑩ （略） 

⑪ 検査の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。 

 

 

(2)～(7) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

(8) （略） 

 

５．（略） ５．（略） 

別添資料 使用前自己確認結果届出書の別紙に関する様式例について 

３ 太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 

番

号 
確認項目 

確認内容 

（使用前自己

確認方法の基

本案） 

確認状況 判定結果 

現地試験

結果によ

る確認の

有無(1) 

記録による確認 

規格に沿

って確認

を行った

場合の規

格番号 

（JIS 以

外の規格

の場合に

は、その

適合性を

証明する

書類を添

付するこ

と） 

備考 
確認者

(2) 

確認年月

日 

工場試験

結果によ

る確認の

有無 

その他記

録（図

面、書類

等）によ

る確認の

有無 

1 

～ 

19 

 

 

 

（略） 

 

別添資料 使用前自己確認結果届出書の別紙に関する様式例について 

３ 太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 

番

号 
確認項目 

確認内容 

（使用前自己

確認方法の基

本案） 

確認状況 判定結果 

現地試験

結果によ

る確認の

有無(1) 

記録による確認 

規格に沿

って確認

を行った

場合の規

格番号 

（JIS 以

外の規格

の場合に

は、その

適合性を

証明する

書類を添

付するこ

と） 

備考 
確認者

(2) 

確認年月

日 

工場試験

結果によ

る確認の

有無 

その他記

録（図

面、書類

等）によ

る確認の

有無 

1 

～ 

19 

 

 

 

（略） 

 



20 

関係

法令

の規

定の

遵守

の確

認 

確認方

法 
（略） 

□済 

 

□対象外 

□合 

 

□否 

□有 

 

□無 

□有 

 

□無 

□有 

 

□無 

    

 

 

 

  

 

 

  

判定基

準 
（略） 

 

(1)・(2) （略） 

 

（

新

設

） 

 

 

 

（新設） 

 

(1)・（2） （略） 

 

４．風力発電所及び風力発電設備 

番号 確認項目 

確認内容 

（使用前自己

確認方法の基

本案） 

確認状況 判定結果 

現地試験

結果によ

る確認の

有無(1) 

記録による確認 

規格に沿

って確認

を行った

場合の規

格番号 
 

備考 
確認者

(2) 

確認年月

日 

工場試験

結果によ

る確認の

有無 

その他記

録（図

面、書類

等）によ

る確認の

有無 

1 

～ 

18 

 

（略） 

 

19 

関係

法令

の規

定の

遵守

の確

認 

確認方

法 
（略） 

□済 

 

□対象外 

□合 

 

□否 

□有 

 

□無 

□有 

 

□無 

□有 

 

□無 

    

 

 

 

  

 

 

  

判定基

準 
（略） 

(1)・(2)（略） 

 

４．風力発電所及び風力発電設備 

番号 確認項目 

確認内容 

（使用前

自己確認

方法の基

本案） 

確認状況 判定結果 

現地試験

結果によ

る確認の

有無(1) 

記録による確認 

規格に沿っ

て確認を行

った場合の

規格番号 
 

備考 
確認者

(2) 

確認年

月日 

工場試験

結果によ

る確認の

有無 

その他

記録

（図

面、書

類等）

による

確認の

有無 

1 

～ 

18 

 

（略） 

（新

設） 

 

 

 

（新設） 

(1)・(2)（略） 

 

 

 


